


瑕疵担保等確認書


設置者　　　　　　　　（以下「甲」という。）及び浄化槽工事業者
　　　　　　（以下「乙」という。）は、春日部市浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けて甲が行う浄化槽の設置工事について、次の事項を確認する。

確 認 事 項

１　甲は、設置工事が浄化槽法第４条第５項の規定による浄化槽工事の技術上の基準
　に適合しないと認める場合は、期限を定めてその瑕疵の修補を乙に請求し、乙はこ
れに従うものとする。
２　甲は、浄化槽法第７条の規定により、水質に関する検査を受け、その検査の結果、
浄化槽の工事について改善の指摘を受けた場合は、甲の責に帰すべき事由に基づく
ものである場合を除き、期限を定めてその瑕疵の修補を乙に請求し、乙はこれに従
うものとする。
３　１項及び２項に掲げる瑕疵の修補に要する費用は、乙の負担とする。

以上の確認の証として、本書２通を作成し、当事者記名捺印の上各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住 所
　　　　　　　　　　　甲 (設　置　者)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏 名　　　　　　　　　　　　㊞


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住 所
　　　　　　　　　　　乙 (浄化槽工事業者)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏 名                        ㊞



